
柏 市 公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 再 整 備 及 び 市 場 用 地 活 用 事 業 事 業 協 力 者

と の 事 業 推 進 に 係 る 協 定 書 （ 案 ）  

 

柏 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 ） と ， 事 業 協 力 者 （ ● ● ● ● ● 株 式 会

社 又 は ● ● ● ● ● グ ル ー プ 等 を い う 。 以 下 「 乙 」 と い う 。 ） は ， 柏

市 公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 再 整 備 及 び 市 場 用 地 活 用 事 業 （ 以 下 「 本 事

業 」 と い う 。 ） の 検 討 推 進 に 関 し ， 次 の と お り 協 定 （ 以 下 「 本 協

定 」 と い う 。 ） を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  本 協 定 は ， 柏 市 公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 再 整 備 及 び 市 場 用 地

活 用 基 本 計 画 を 基 に ， 本 事 業 の 推 進 に 当 た り ， 民 間 事 業 者 の 専 門

的 な 知 見 ， 技 術 ， 創 意 工 夫 及 び 市 場 用 地 活 用 に 関 す る ア イ デ ア を

取 り 入 れ ， 本 体 事 業 者 募 集 に 向 け た 事 業 条 件 ， 要 求 水 準 書 ， 整 備

手 順 ， 用 地 活 用 方 針 ， 事 業 ス キ ー ム 等 の 精 度 向 上 を 図 る た め ， 甲

乙 が 相 互 に 連 携 し ， 円 滑 に 対 話 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 事 業 協 力 内 容 ）  

第 ２ 条  乙 は ， 本 協 定 並 び に 「 柏 市 公 設 総 合 地 方 卸 売 市 場 再 整 備 及

び 市 場 用 地 活 用 事 業 の 検 討 推 進 に 係 る 事 業 協 力 者 募 集 要 領 」 （ 以

下 「 募 集 要 領 」 と い う 。 ） 及 び 乙 が 提 出 し た 提 案 書 そ の 他 提 出 資

料 （ 以 下 「 提 案 書 等 」 と い う 。 ） を 踏 ま え ， 甲 の 要 請 に 基 づ き ，

次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て ， 意 見 ， 助 言 ， 情 報 提 供 ， 提 案 そ の 他 必

要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。  

(1) 物 流 効 率 化 ， 工 期 短 縮 ， 事 業 費 圧 縮 ， 市 民 に 親 し ま れ る 市 場

化 に 資 す る 市 場 施 設 ， 企 業 誘 致 施 設 ， 一 般 向 け 飲 食 ・ 物 販 機

能 ， 広 場 等 の 配 置 ・ 施 工 計 画 に つ い て の 意 見 交 換  

(2) 管 理 費 圧 縮 に つ な が る 市 場 施 設 等 の 管 理 に つ い て の 提 案  

(3) 市 場 業 務 と の 相 乗 効 果 ， 雇 用 ・ 税 収 な ど の 経 済 波 及 効 果 ， 防

災 力 強 化 な ど ま ち づ く り の 視 点 等 か ら の 企 業 誘 致 施 設 等 の 利 用

計 画 に つ い て の 情 報 提 供  

(4) 事 業 費 圧 縮 等 に つ な が る 事 業 ス キ ー ム に つ い て の 助 言  

(5) 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て の 情 報 提 供  

(6) 概 算 工 事 費 ， 維 持 管 理 費 等 の 情 報 提 供  

(7) 市 場 用 地 活 用 に よ る 雇 用 増 等 経 済 波 及 効 果 に 関 す る 情 報 提 供  



(8) そ の 他 本 事 業 推 進 に 関 す る 助 言  

２  乙 は ， 前 項 に 掲 げ る 協 力 を 通 じ ， 甲 が 行 う 本 事 業 の 要 求 水 準

書 ， 事 業 条 件 ， 施 設 配 置 ， 施 工 計 画 ， 維 持 管 理 条 件 ， 事 業 ス キ ー

ム ， 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル そ の 他 本 体 事 業 者 募 集 に 係 る 資 料 等 の 検 討

及 び 整 理 に 必 要 な 意 見 ， 助 言 ， 情 報 提 供 等 を 行 う も の と す る 。  

３  乙 は ， 本 事 業 が 公 共 性 を 有 す る こ と を 十 分 に 理 解 し ， 甲 と の 対

話 に 当 た っ て は ， 本 事 業 の 目 的 及 び 趣 旨 を 尊 重 す る も の と す る 。  

４  甲 乙 は ， 本 事 業 の 検 討 に 必 要 な 範 囲 で ， 法 令 ， 守 秘 義 務 ， 第 三

者 の 権 利 そ の 他 正 当 な 理 由 に 反 し な い 限 り に お い て ， 必 要 な 情 報

の 共 有 に 努 め る も の と す る 。  

５  乙 が 本 協 定 に 基 づ く 協 力 に 要 し た 費 用 は ， 乙 の 負 担 と し ， 甲 は

乙 に 対 し て 委 託 料 ， 報 酬 そ の 他 の 対 価 を 支 払 わ な い 。  

 （ 対 象 区 域 及 び 事 業 対 象 範 囲 ）  

第 ３ 条  本 協 定 の 対 象 区 域 及 び 事 業 対 象 範 囲 は ， 募 集 要 領 第 ３ 章 ２

「 事 業 対 象 範 囲 」 に 示 す 範 囲 と す る 。 た だ し ， 仮 設 の 設 置 ， 仮 移

転 先 そ の 他 本 事 業 の 検 討 に 必 要 な 事 項 に つ い て は ， 甲 乙 協 議 の

上 ， 当 該 範 囲 外 の 事 項 を 対 話 の 対 象 と す る こ と が で き る 。  

 （ 推 進 体 制 及 び 窓 口 ）  

第 ４ 条  乙 の 代 表 事 業 者 は ● ● ● ● ● 株 式 会 社 と し ， 甲 と の 対 応 窓

口 と な り ， 本 事 業 に 関 す る 対 話 及 び 協 議 を 円 滑 に 進 め る こ と が で

き る よ う 努 め る も の と す る 。  

２  乙 は ， 募 集 要 領 及 び 提 案 書 等 に 基 づ き ， 対 話 の 統 括 を 行 う 責 任

者 及 び 担 当 者 を 配 置 す る も の と す る 。  

３  乙 は ， 責 任 者 又 は 担 当 者 を 変 更 し よ う と す る と き は ， 事 前 に 甲

へ 届 け 出 る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 乙 は ， 変 更 前 の 者 と

同 等 以 上 の 能 力 及 び 経 験 を 有 す る 者 を 配 置 す る よ う 努 め る も の と

す る 。  

４  甲 は ， 本 事 業 の 推 進 の た め の 体 制 を 構 築 し ， 協 議 の た め の 対 応

窓 口 を 次 の と お り 設 置 す る 。  

対 応 窓 口 ： 柏 市  経 済 産 業 部  公 設 市 場  整 備 計 画 係  

 （ 協 定 の 有 効 期 間 ）  

第 ５ 条  本 協 定 の 有 効 期 間 は ， 本 協 定 締 結 の 日 か ら 令 和 ９ 年 １ １ 月

３ ０ 日 ま で と す る 。  



２  本 事 業 の 進 捗 状 況 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ り 必 要 が あ る と

き は ， 甲 乙 協 議 の 上 ， 本 協 定 の 有 効 期 間 を 延 長 し ， 又 は 短 縮 す る

こ と が で き る 。  

 （ 対 話 へ の 協 力 及 び 資 料 の 提 出 ）  

第 ６ 条  乙 は ， 募 集 要 領 第 ３ 章 ４ 「 事 業 協 力 者 の 協 力 内 容 」 に 沿 っ

て ， 甲 と の 対 話 に 協 力 し ， 必 要 な 意 見 ， 助 言 ， 情 報 提 供 ， 提 案 等

を 行 う も の と す る 。  

２  対 話 は ， 全 ４ 回 程 度 を 予 定 す る 。 た だ し ， 対 話 の 回 数 ， 時 期 ，

内 容 及 び 進 め 方 に つ い て は ， 本 事 業 の 検 討 状 況 に 応 じ ， 甲 乙 協 議

の 上 変 更 す る こ と が で き る 。  

３  乙 は ， 各 回 の 対 話 に 当 た り ， 甲 が 必 要 と 認 め る 資 料 を 提 出 す る

も の と す る 。 た だ し ， 当 該 資 料 は ， 甲 乙 の 対 話 を 円 滑 に 進 め る た

め に 必 要 な 範 囲 の も の と し ， 確 定 的 な 施 設 配 置 ， 工 事 費 ， 工 期 ，

テ ナ ン ト 構 成 ， 事 業 ス キ ー ム 等 の 提 示 を 義 務 付 け る も の で は な

い 。  

４  乙 は ， 全 ４ 回 の 対 話 終 了 後 ， そ の 結 果 の 取 り ま と め と し て ， 対

話 結 果 整 理 資 料 を 提 出 す る も の と す る 。 な お ， 当 該 資 料 は ， 各 回

の 提 出 資 料 に つ い て 時 点 修 正 （ 検 討 の 過 程 で 変 化 し た 部 分 の 修

正 ） を 行 う と と も に ， 今 後 検 討 す べ き 事 項 及 び 積 み 残 し の 課 題 を

整 理 す る 程 度 の 内 容 を 想 定 し て お り ， 詳 細 に つ い て は 甲 乙 協 議 の

上 決 定 す る 。  

５  甲 は ， 乙 か ら 提 出 さ れ た 資 料 及 び 対 話 内 容 に つ い て ， 乙 の 個 別

の ノ ウ ハ ウ 又 は 営 業 秘 密 が 特 定 さ れ る 形 で 公 表 し な い も の と す

る 。 た だ し ， 甲 は ， 本 事 業 の 事 業 条 件 ， 要 求 水 準 書 ， 契 約 関 係 書

類 そ の 他 本 体 事 業 者 募 集 に 係 る 資 料 の 作 成 又 は 修 正 に 必 要 な 範 囲

で ， 乙 か ら 得 た 意 見 ， 助 言 ， 情 報 提 供 ， 提 案 等 の 内 容 を 反 映 す る

こ と が で き る も の と す る 。  

 （ 提 案 内 容 等 の 取 扱 い ）  

第 ７ 条  乙 が 本 協 定 に 基 づ き 提 出 し た 資 料 ， 情 報 提 供 ， 提 案 そ の 他

対 話 内 容 に つ い て は ， 募 集 要 領 第 ６ 章 １ 「 提 出 書 類 等 に 関 す る 留

意 事 項 」 に 準 じ て 取 り 扱 う も の と す る 。  

２  甲 は ， 柏 市 情 報 公 開 条 例 そ の 他 関 係 法 令 に 基 づ き ， 乙 が 提 出 し

た 資 料 等 に つ い て 公 開 を 求 め ら れ た 場 合 は ， 乙 と 協 議 の 上 ， 公 開



の 可 否 及 び 範 囲 に つ い て 判 断 す る も の と す る 。  

３  甲 は ， 乙 の 個 別 の ノ ウ ハ ウ ， 営 業 秘 密 そ の 他 秘 密 と し て 取 り 扱

う べ き 情 報 に つ い て は ， 法 令 上 開 示 を 要 す る 場 合 を 除 き ， そ の 取

扱 い に 十 分 留 意 す る も の と す る 。  

 （ 守 秘 義 務 ）  

第 ８ 条  甲 及 び 乙 は ， 本 協 定 に 基 づ く 対 話 又 は 本 事 業 に 関 し 知 り 得

た 相 手 方 の 秘 密 情 報 及 び 個 人 情 報 を ， 第 三 者 に 開 示 し ， 又 は 漏 え

い し て は な ら な い 。 た だ し ， 次 に 掲 げ る 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

(1) 相 手 方 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 た 場 合  

(2) 法 令 又 は 裁 判 所 若 し く は 行 政 機 関 の 命 令 に よ り 開 示 を 求 め ら

れ た 場 合  

(3) 本 事 業 の 検 討 又 は 本 協 定 の 履 行 に 必 要 な 範 囲 で ， 甲 の ア ド バ

イ ザ ー ， 乙 の 構 成 員 ， 乙 の 関 連 会 社 ， 弁 護 士 ， 税 理 士 ， 公 認 会

計 士 そ の 他 専 門 家 に 開 示 す る 場 合  

(4) 既 に 公 知 と な っ て い る 情 報 又 は 開 示 を 受 け た 後 に 受 領 者 の 責

め に よ ら ず 公 知 と な っ た 情 報 で あ る 場 合  

２  前 項 第 ３ 号 に 基 づ き 第 三 者 に 秘 密 情 報 を 開 示 す る 場 合 ， 甲 又 は

乙 は ， 当 該 第 三 者 に 対 し ， 本 条 と 同 等 の 守 秘 義 務 を 負 わ せ る も の

と す る 。  

３  本 条 の 規 定 は ， 本 協 定 の 有 効 期 間 満 了 後 又 は 解 除 後 も 存 続 す る

も の と す る 。  

 （ 知 的 財 産 権 等 ）  

第 ９ 条  乙 が 本 協 定 に 基 づ き 提 出 す る 資 料 ， 情 報 提 供 ， 提 案 そ の 他

対 話 内 容 に 第 三 者 の 著 作 権 ， 特 許 権 ， 実 用 新 案 権 ， 意 匠 権 ， 商 標

権 そ の 他 日 本 国 の 法 令 に 基 づ い て 保 護 さ れ る 権 利 の 対 象 と な る 内

容 が 含 ま れ る 場 合 ， 乙 は ， 自 己 の 責 任 に お い て 必 要 な 権 利 処 理 を

行 う も の と す る 。  

２  前 項 に 定 め る 権 利 の 侵 害 に 関 し て 第 三 者 と の 間 に 紛 争 が 生 じ た

場 合 は ， 乙 が 自 己 の 責 任 と 負 担 に お い て こ れ を 処 理 す る も の と す

る 。 た だ し ， 当 該 紛 争 が 甲 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 生 じ た 場

合 は ， こ の 限 り で な い 。  

３  甲 は ， 本 事 業 の 事 業 条 件 ， 要 求 水 準 書 ， 契 約 関 係 書 類 そ の 他 本

体 事 業 者 募 集 に 係 る 資 料 の 作 成 又 は 修 正 に 必 要 な 範 囲 で ， 乙 が 提



出 し た 資 料 ， 情 報 提 供 ， 提 案 そ の 他 対 話 内 容 を 利 用 す る こ と が で

き る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 甲 は ， 乙 の 個 別 の ノ ウ ハ ウ

又 は 営 業 秘 密 の 取 扱 い に 配 慮 す る も の と す る 。  

 （ 権 利 義 務 の 譲 渡 禁 止 ）  

第 １ ０ 条  甲 及 び 乙 は ， 相 手 方 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 な く ， 本 協

定 に 関 連 し て 生 じ る 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し ， 引 き 受 け さ

せ ， 又 は 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

 （ 協 定 の 解 除 ）  

第 １ １ 条  甲 及 び 乙 は ， 本 協 定 に 定 め る 場 合 を 除 き ， 本 協 定 を 一 方

的 に 解 除 す る こ と は で き な い 。  

２  甲 及 び 乙 の 責 め に 帰 さ な い 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 ， 天 災 地 変 ， 法

令 の 制 定 改 廃 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ り ， 本 協 定 の 継 続 が 困

難 で あ る と 甲 乙 が 認 め た 場 合 は ， 甲 乙 協 議 の 上 ， 本 協 定 を 解 除 す

る こ と が で き る 。  

３  甲 又 は 乙 は ， 相 手 方 が 本 協 定 に 違 反 し た 場 合 ， 相 当 の 期 間 を 定

め て 是 正 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て ， 相 手 方 が 当

該 期 間 内 に 是 正 し な い と き は ， 本 協 定 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

４  前 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 本 協 定 が 解 除 さ れ た 場 合 ， 甲 及 び 乙 は ，

本 協 定 の 解 除 時 点 ま で に そ れ ぞ れ が 本 事 業 に 関 し て 支 出 し た 費 用

を 各 自 の 負 担 と す る こ と 及 び 相 互 に 債 権 債 務 関 係 が 生 じ な い こ と

を 確 認 す る も の と す る 。 た だ し ， 相 手 方 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に

よ り 損 害 が 生 じ た 場 合 は ， こ の 限 り で な い 。  

 （ 暴 力 団 等 で な い こ と の 表 明 等 ）  

第 １ ２ 条  甲 及 び 乙 は ， そ れ ぞ れ 相 手 方 に 対 し ， 本 協 定 の 締 結 日 か

ら 協 定 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 ま で の 間 ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 表 明

し ， 及 び 保 証 す る 。  

(1) 自 ら が 暴 力 団 ， 暴 力 団 関 係 団 体 ， い わ ゆ る 総 会 屋 そ の 他 反 社

会 的 勢 力 又 は そ の 構 成 員 （ 以 下 「 暴 力 団 等 」 と い う 。 ） で は な

い こ と 。  

(2) 自 ら の 役 員 又 は こ れ と 実 質 的 に 同 等 の 支 配 力 を 有 す る と 認 め

ら れ る 社 員 ， 債 権 者 若 し く は 株 主 等 の 出 資 者 が 暴 力 団 等 で は な

い こ と 。  

(3) 甲 又 は 乙 が 本 協 定 に 基 づ く 協 力 の た め 第 三 者 を 利 用 す る 場 合



に は ， 当 該 第 三 者 が 暴 力 団 等 で な い こ と 。  

 （ 暴 力 的 犯 罪 行 為 等 の 排 除 ）  

第 １ ３ 条  甲 若 し く は 乙 に つ い て ， 前 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 規 定 に

反 す る 事 実 が 判 明 し た と き ， 又 は 甲 若 し く は 乙 が 自 ら 若 し く は 第

三 者 を 利 用 し て 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を し た と 認 め

ら れ る と き は ， 他 方 当 事 者 は ， 何 ら の 通 知 催 告 を 要 せ ず 本 協 定 を

解 除 す る こ と が で き る 。  

(1) 傷 害 ， 脅 迫 ， 恐 喝 ， 器 物 損 壊 ， 拳 銃 不 法 所 持 等 の 暴 力 的 犯 罪

行 為  

(2) 他 方 当 事 者 に 対 す る 暴 力 団 等 の 威 力 を 背 景 と し た 態 度 ， 言 動

等  

(3) 他 方 当 事 者 の 業 務 を 妨 害 し ， 又 は 妨 害 す る お そ れ の あ る 行 為  

(4) 他 方 当 事 者 の 名 誉 ， 信 用 等 を 毀 損 し ， 又 は 毀 損 す る お そ れ の

あ る 行 為  

２  前 条 第 ３ 号 の 規 定 に 反 す る 事 実 が 判 明 し た 場 合 に お い て は ， 他

方 当 事 者 は ， 当 該 第 三 者 と の 関 係 を 速 や か に 解 消 す る こ と を 求 め

る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て ， 相 当 期 間 内 に 関 係 が 解 消 さ

れ た こ と の 証 明 が な い と き は ， 本 協 定 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ り 本 協 定 を 解 除 さ れ た 者 は ， 本 協 定 の 解 除 に

よ り 生 じ る 損 害 に つ い て ， 他 方 当 事 者 に 一 切 の 賠 償 を 請 求 す る こ

と が で き な い も の と す る 。  

 （ 損 害 賠 償 ）  

第 １ ４ 条  甲 又 は 乙 は ， 相 手 方 が 本 協 定 に 違 反 し た こ と に よ り 損 害

を 受 け た 場 合 ， 相 手 方 に 対 し ， 当 該 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が

で き る 。  

 （ 協 議 事 項 ）  

第 １ ５ 条  本 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 本 協 定 に つ い て 疑 義 が 生 じ

た 場 合 ， 甲 及 び 乙 は ， 誠 意 を も っ て 協 議 し ， 解 決 す る も の と す

る 。  

 （ 合 意 管 轄 ）  

第 １ ６ 条  本 協 定 に 関 す る 訴 訟 に つ い て は ， 本 事 業 の 対 象 地 を 管 轄

す る 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。  

 



以 上 ， 本 協 定 締 結 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し ， 甲 及 び 乙 そ れ ぞ

れ 記 名 押 印 の 上 ， 各 自 １ 通 を 保 有 す る も の と す る 。  

 

令 和 ８ 年 ● 月 ● ● 日  

 

               柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号      

            甲   柏 市               

   柏 市 長  太  田  和  美  

 

            乙   事 業 協 力 者  

            （ 代 表 者 ）  

            ● ● 県 ● ● 市 ● ● 町 ● 丁 目 ● 番 ● 号  

            ● ● ● ● ● 株 式 会 社  

                   ●  ●  ●  ●  

            （ 構 成 員 ）  

            ● ● 県 ● ● 市 ● ● 町 ● 丁 目 ● 番 ● 号  

            株 式 会 社 ● ● ● ● ●  

                   ●  ●  ●  ●  


